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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局との間で、上り占有チャネル、下り共有データチャネル及び下りシグナリング制
御チャネルを使用して通信を行う無線アクセスネットワーク装置であって、
　通信を開始する移動局に対して、予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、
当該移動局が使用すべき上り占有チャネルをハンドオーバコマンドにて割り当てる上り占
有チャネル割当手段と、
　前記の割り当てた上り占有チャネル上で、当該移動局からの上り送信の受信を検出する
占有チャネル受信検出手段と、
　当該移動局の占有チャネル受信が検出された場合、当該移動局に対して、下り共有デー
タチャネル及び下りシグナリング制御チャネルを使用して応答を送信する下り送信手段と
、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことを前記移動局にハンドオーバコマンドにて通知する通知手段と、
　を備えることを特徴とする無線アクセスネットワーク装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線アクセスネットワーク装置において、
　前記上り占有チャネル割当手段が、当該移動局が使用すべき識別子を割り当てることを
特徴とする無線アクセスネットワーク装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の無線アクセスネットワーク装置において、
　前記上り占有チャネル割当手段が、当該移動局がＡｃｃｅｓｓ　ｐｒｅａｍｂｌｅ送信
に使用すべきＳｉｇｎａｔｕｒｅを割り当てることを特徴とする無線アクセスネットワー
ク装置。
【請求項４】
　無線アクセスネットワーク装置との間で、上り占有チャネル、下り共有データチャネル
及び下りシグナリング制御チャネルを使用して通信を行う移動局であって、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、無線アクセスネットワーク装置か
らのハンドオーバコマンドで、使用すべき上り占有チャネルの割当情報を受信する上り占
有チャネル割当情報受信手段と、
　前記の割り当てられた上り占有チャネルを設定する上り占有チャネル設定手段と、
　前記の設定した上り占有チャネル上で上り送信を行う上り送信手段と、
　前記上り送信終了後、ユーザ個別識別子で下り受信を行うデータ受信手段と、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことを前記無線アクセスネットワーク装置からハンドオーバコマンドに
て通知される競合チャネル情報受信手段と
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項５】
　請求項４に記載の移動局において、
　前記上り占有チャネル割当情報受信手段にて、自局が使用すべき識別子を受信する
ことを特徴とする移動局。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の移動局において、
　前記上り占有チャネル割当情報受信手段にて、自局が使用するＡｃｃｅｓｓ　ｐｒｅａ
ｍｂｌｅのＳｉｇｎａｔｕｒｅを受信することを特徴とする移動局。
【請求項７】
　移動局と無線アクセスネットワーク装置との間で、上り占有チャネル、下り共有データ
チャネル及び下りシグナリング制御チャネルを使用して通信を行う移動通信システムであ
って、
　前記無線アクセスネットワーク装置は、
　通信を開始する移動局に対して、予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、
当該移動局が使用すべき上り占有チャネルをハンドオーバコマンドにて割り当てる上り占
有チャネル割当手段と、
　前記の割り当てた上り占有チャネル上で、当該移動局からの上り送信の受信を検出する
占有チャネル受信検出手段と、
　当該移動局の占有チャネル受信が検出された場合、当該移動局に対して、下り共有デー
タチャネル及び下りシグナリング制御チャネルを使用して応答を送信する下り送信手段と
、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことをハンドオーバコマンドにて前記移動局に通知する通知手段と
　を備え、
　前記移動局は、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、下り共有データチャネル上で、使
用すべき上り占有チャネルの割当情報を受信する上り占有チャネル割当情報受信手段と、
　前記の割り当てられた上り占有チャネルを設定する上り占有チャネル設定手段と、
　前記の設定した上り占有チャネル上で上り送信を行う上り送信手段と、
　前記上り送信終了後、ユーザ個別識別子で下り受信を行うデータ受信手段と
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことをハンドオーバコマンドにて前記無線アクセスネットワーク装置か
ら通知される競合チャネル情報受信手段と
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　を備えることを特徴とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局、無線アクセスネットワーク装置及び移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　3Gシステムで検討されているLong　term　evolution（LTE）において、移動局UEが無線
ネットワーク装置eNBと通信を開始、或いは再開する際、図1に示すように、移動局が無線
アクセスネットワーク装置に対して競合チャネル信号（Random　access　preamble）を送
信することにより通信の開始要求を行う。複数の移動局が同時にRandom　access　preamb
leを送信できるようにするために、無線ネットワーク装置は、各移動局が使用可能な複数
個の識別子（Signature）を事前に各移動局に通知する。移動局は事前に通知された複数
個の識別子（Signature）の中から1個の識別子（Signature）をランダムに選択し、選択
した識別子（Signature）を用いてRandom　access　preambleを送信する。1個又は複数個
の識別子（Signature）を検出した無線ネットワーク装置は、検出した1個又は複数個のSi
gnatureに対する１個又は複数個の競合チャネル応答信号（Random　access　response）
を共有データチャネル上で返信する。
【０００３】
　ところで、Random　access　preambleを受信した無線ネットワーク装置は、移動局が新
規に通信を開始するのか、ハンドオーバ先のセルに新規に接続するのか、或いは通信を再
開するのかを識別できないため、受信した各識別子（Signature）に対し、一律に、新規
に下記の3種の通信設定情報を割り当てる。
・上り割当リソース（UL　grant）
・上りタイミング情報（UL　timing　advance）
・セル固有のユーザ個別識別子（C-RNTI：　Cell　specific　radio　network　temporal
　identifier）
　Random　access　preambleを送信した移動局は、無線アクセスネットワーク装置からの
Random　access　responseを受信し、自局が送信した識別子（Signature）に対して割り
当てられたUL　grant、UL　timing　advance、C-RNTIを受信し、これらの3種の通信設定
情報を用いて、通信を開始、或いは再開する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようにRandom　access　preambleを用いて通信を開始する際、複数の移動局が同一
識別子（Signature）を選択して使用する可能性があり、その場合には、識別子（Signatu
re）の衝突が発生し、複数移動局が同じリソースを用いて送信することになり、無線アク
セスネットワーク装置において図1の(３)専用チャネル送信が複数の移動局から同じ上り
無線リソースを使用して同時に送信され、正しく上り信号を受信できない、という問題点
がある。
【０００５】
　また、LTEにおけるRandom　access　responseでは、移動局の状態によらず各識別子（S
ignature）に対し、一律に、UL　grant、Timing　advance、C-RNTIを返信する必要がある
ため、既にハンドオーバ先セルのユーザ個別識別子（C-RNTI）を既に保持している移動局
や、データ送信の再開のため、既にユーザ個別識別子（C-RNTI）を保持している移動局に
とっては、不要な情報まで割り当てられることになり、下り無線リソースを浪費する、と
いう問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　開示される発明の一形態による無線アクセスネットワーク装置は、
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　移動局との間で、上り占有チャネル、下り共有データチャネル及び下りシグナリング制
御チャネルを使用して通信を行う無線アクセスネットワーク装置であって、
　通信を開始する移動局に対して、予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、
当該移動局が使用すべき上り占有チャネルをハンドオーバコマンドにて割り当てる上り占
有チャネル割当手段と、
　前記の割り当てた上り占有チャネル上で、当該移動局からの上り送信の受信を検出する
占有チャネル受信検出手段と、
　当該移動局の占有チャネル受信が検出された場合、当該移動局に対して、下り共有デー
タチャネル及び下りシグナリング制御チャネルを使用して応答を送信する下り送信手段と
、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことを前記移動局にハンドオーバコマンドにて通知する通知手段と、
　を備えることを特徴とする無線アクセスネットワーク装置である。
【０００７】
　このように構成することにより、本無線アクセスネットワーク装置は下り無線リソース
の効率的な利用を可能とする。
【０００８】
　開示される発明の一形態による移動局は、
　無線アクセスネットワーク装置との間で、上り占有チャネル、下り共有データチャネル
及び下りシグナリング制御チャネルを使用して通信を行う移動局であって、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、無線アクセスネットワーク装置か
らのハンドオーバコマンドで、使用すべき上り占有チャネルの割当情報を受信する上り占
有チャネル割当情報受信手段と、
　前記の割り当てられた上り占有チャネルを設定する上り占有チャネル設定手段と、
　前記の設定した上り占有チャネル上で上り送信を行う上り送信手段と、
　前記上り送信終了後、ユーザ個別識別子で下り受信を行うデータ受信手段と、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことを前記無線アクセスネットワーク装置からハンドオーバコマンドに
て通知される競合チャネル情報受信手段と
　を備えることを特徴とする移動局である。
【０００９】
　このように構成することにより、本移動局は下り無線リソースの効率的な利用を可能と
する。
【００１０】
　開示される発明の一形態による移動通信システムは、
　移動局と無線アクセスネットワーク装置との間で、上り占有チャネル、下り共有データ
チャネル及び下りシグナリング制御チャネルを使用して通信を行う移動通信システムであ
って、
　前記無線アクセスネットワーク装置は、
　通信を開始する移動局に対して、予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、
当該移動局が使用すべき上り占有チャネルをハンドオーバコマンドにて割り当てる上り占
有チャネル割当手段と、
　前記の割り当てた上り占有チャネル上で、当該移動局からの上り送信の受信を検出する
占有チャネル受信検出手段と、
　当該移動局の占有チャネル受信が検出された場合、当該移動局に対して、下り共有デー
タチャネル及び下りシグナリング制御チャネルを使用して応答を送信する下り送信手段と
、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことをハンドオーバコマンドにて前記移動局に通知する通知手段と
　を備え、
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　前記移動局は、
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能な場合、下り共有データチャネル上で、使
用すべき上り占有チャネルの割当情報を受信する上り占有チャネル割当情報受信手段と、
　前記の割り当てられた上り占有チャネルを設定する上り占有チャネル設定手段と、
　前記の設定した上り占有チャネル上で上り送信を行う上り送信手段と、
　前記上り送信終了後、ユーザ個別識別子で下り受信を行うデータ受信手段と
　予め用意された上り占有チャネルが利用可能でない場合、上りリンクでは競合チャネル
信号を使用すべきことをハンドオーバコマンドにて前記無線アクセスネットワーク装置か
ら通知される競合チャネル情報受信手段と
　を備えることを特徴とする移動通信システムである。

【００１１】
　このように構成することにより、本移動通信システムは下り無線リソースの効率的な利
用を可能とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施形態によれば、下り無線リソースの効率的な利用を可能とする移動局、無
線アクセスネットワーク装置及び移動通信システムを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。なお、実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一
符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
【００１４】
　ＬＴＥでは無線アクセスネットワーク装置が移動局に対してハンドオーバ要求信号を送
信する場合において、識別子（Signature）の衝突回避のために、移動局がハンドオーバ
先セルへの接続時に使用するユーザ個別の識別子（Signature）を、無線アクセスネット
ワーク装置がハンドオーバ要求信号と共に移動局に対して割り当てる。ハンドオーバ要求
信号を受信した移動局は、割り当てられたユーザ個別識別子（Signature）を使用して、
ハンドオーバ先セルにRandom　access　preambleを送信する。Random　access　preamble
を検出した無線ネットワーク装置はRandom　access　responseを返信する、というシーケ
ンスに関して本発明の実施形態について検討する。
【００１５】
　本発明の実施形態に係る移動通信システムについて、図2を参照して説明する。
【００１６】
　移動通信システム10は、移動局100及び無線アクセスネットワーク装置200から構成され
る。
【００１７】
　移動局100と無線アクセスネットワーク装置200とは上り占有チャネル、下り共有データ
チャネル及び下りシグナリング制御チャネルを用いて通信を行う。
【００１８】
　次に、本実施形態に係る移動局100の構成について、図3を参照して説明する。
【００１９】
　移動局100は、アンテナを備えるデータ送受信部102、データ送受信部102に接続された
上り占有チャネル割当情報受信部104、上り占有チャネル割当情報受信部104に接続された
上り占有チャネル設定部106、並びに上り占有チャネル設定部106及びデータ送受信部102
に接続された送信信号生成部108を備える。
【００２０】
　データ送受信部102は、データの送受信を行う。例えば、移動局100は下りシグナリング
制御チャネル上で受信したユーザ個別識別子（C-RNTI）に基づいて、下りシグナリング制
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御チャネルが当該移動局宛であるか否かを判断しても良い。また、当該移動局宛の下り共
有データチャネルの無線リソースは、前記下りシグナリング制御チャネル上で送信される
下り無線リソース情報から受信しても良い。
【００２１】
　上り占有チャネル割当情報受信部104は、データ送受信部102で受信した信号のうち、当
該移動局に割り当てられた上り占有チャネル割当情報を示す上り占有チャネル割当情報信
号を受信する。例えば、上り占有チャネル割当情報信号は、ハンドオーバ要求信号や、下
り送信の再開を要求する信号の一部として、下り共有データチャネル上で送信される。ま
た、上り占有チャネル割当情報は、例えば、Access　preamble上で使用する移動局個別識
別子（Signature）、上りで使用する識別子又はコード番号、上り無線リソースのいずれ
かを設定する通信設定情報である。
【００２２】
　なお、無線アクセスネットワーク装置で予め用意された上り占有チャネルに不足が生じ
た場合、上りリンクでは競合チャネル信号又はランダムアクセスプリアンブル信号を使用
すべきことが下り共有データチャネルで移動局に通知されてもよい。
【００２３】
　上り占有チャネル設定部106では、上り占有チャネル割当情報受信部104で受信した上り
占有チャネル割当情報に従って、上り占有チャネルの設定を行う。
【００２４】
　送信信号生成部108は、上り占有チャネル設定部106で設定した上り占有チャネル上で送
信する信号の生成を行い、生成した信号をデータ送受信部102に送る。移動局100のデータ
送受信部102は、生成した信号を無線アクセスネットワーク装置に対して無線送信する。
このようにして、移動局は、例えばAccess　preambleを無線アクセスネットワーク装置に
送信する。
【００２５】
　生成信号をデータ送受信部102から送信した移動局100は、当該移動局個別識別子（C-RN
TI）に基づいて、下りシグナリング制御チャネル及び下り共有データチャネルを受信する
。
【００２６】
　次に、本実施例に係る無線アクセスネットワーク装置200について、図4を参照して説明
する。説明の便宜上、移動局と無線通信する無線アクセスネットワーク装置を説明するが
、より一般的には無線アクセスネットワーク装置は移動局だけでなく固定局をも含むユー
ザ装置(UE:　User　Equipment)と通信してよい。
【００２７】
　無線アクセスネットワーク装置200は、データ送受信部202、データ送受信部202に接続
された下り共有データチャネル/下りシグナリング制御チャネル生成部204、下り共有デー
タチャネル/下りシグナリング制御チャネル生成部204に接続された上り占有チャネル選択
部206、上り占有チャネル選択部206に接続された通信開始・再開判定部208を備える。さ
らに、無線アクセスネットワーク装置200は、データ送受信部202及び下り共有データチャ
ネル/下りシグナリング制御チャネルに接続された上り占有チャネル検出部210、並びに上
り占有チャネル検出部210に接続された移動局特定部212を備える。
【００２８】
　通信開始・再開判定部208では、無線アクセスネットワーク装置の管理対象移動局が通
信開始、或いは再開するか否かを判断する。通信開始とは、例えば、ハンドオーバを指示
された移動局がハンドオーバ先無線アクセスネットワーク装置との通信開始等を意味する
。また、通信の再開とは、例えば、間欠受信を行っていた移動局への下りデータが発生し
た場合の通信再開等を意味する。
【００２９】
　上り占有チャネル選択部206では、通信開始、又は再開が必要な移動局に対して、当該
移動局が使用する上り占有チャネル割当情報を選択する。上り占有チャネル割当情報とは
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、例えば、Access　preambleのSignature、上り識別子又はコード番号、上り無線リソー
スのいずれかである。
【００３０】
　なお、無線アクセスネットワーク装置で予め用意された上り占有チャネルに不足が生じ
た場合、上りリンクでは競合チャネル信号又はランダムアクセスプリアンブル信号を使用
すべきことが下り共有データチャネルで移動局に通知されてもよい。
【００３１】
　下り共有データチャネル/下りシグナリング制御チャネル生成部204では、上り占有チャ
ネル選択部206で選択した上り占有チャネル割当情報を示す上り占有チャネル割当情報信
号の生成を行う。上り占有チャネル割当情報信号は、例えば、ハンドオーバ要求信号や下
りデータ送信の再開を要求する信号の一部として、下り共有データチャネル上で移動局に
対して送信される。
【００３２】
　上り占有チャネル検出部210では、下り共有データチャネル/下りシグナリング制御チャ
ネル生成部204で生成した信号の一部として送信した上り占有チャネル割当を受信し、当
該上り占有チャネルにおける上り送信の有無を検出する。上り占有チャネルの検出は、例
えば、占有チャネル割当情報として割り当てたAccess　preambleのSignatureとの相関値
で検出を行う。
【００３３】
　移動局特定部212では、上り占有チャネル検出部210で検出した上り占有チャネルより、
移動局の特定を行う。例えば、上り占有チャネルとしてAccess　preamble上で使用する移
動局個別識別子（Signature）を割り当てた場合は、当該識別子（Signature）に基づいて
移動局の特定を行う。また、例えば、上り占有チャネル割当情報として移動局個別コード
を割り当てた場合には、当該移動局個別コードの同定結果に基づいて、移動局の特定を行
う。
【００３４】
　移動局特定部212が、移動局特定の結果を下り共有データチャネル／下りシグナリング
制御チャネル生成部204へと送信する。下り共有データチャネル／下りシグナリング制御
チャネル生成部204は、その特定された移動局に2種の通信設定情報（・上り割当リソース
（UL　grant）、　・上りタイミング情報（UL　timing　advance））、又は上りタイミン
グ情報（UL　timing　advance）のみの送信が必要であるか否かを判断し、必要な情報を
移動局個別識別子（C-RNTI）を用いて、下り共有データチャネル／下りシグナリング制御
チャネルで送信する。例えば、無線アクセスネットワーク装置200は、ハンドオーバ時で
あれば前記2種の通信設定情報が必要であると判断し、下りデータ送信の再開時であれば
、上りタイミング情報（UL　timing　advance）のみが必要であると判断する。
【００３５】
　本発明の実施形態によれば、上り割当リソース（UL　grant）、上りタイミング情報（U
L　timing　advance）、又はセル固有のユーザ識別子（C-RNTI：　Cell　specific　radi
o　network　temporal　identifier）の不要な送信をなくすことにより、下り無線リソー
スの効率的な利用を可能とする移動局、無線アクセスネットワーク装置及び移動通信シス
テムを実現できる。
【００３６】
　上述したように、複数の移動局が同一のシグネチャ(Signature)を選択し、衝突してし
まう確率を低減するため、既にユーザ個別識別子（C-RNTI）を保持している移動局には、
事前に用意された個別シグネチャ（Dedicated signature）が一定期間その移動局に割り
当てられる。そのような移動局の典型例は、（１）ハンドオーバの際、ハンドオーバ元セ
ルからハンドオーバ要求信号（Handover command）の一部としてハンドオーバ先セルのユ
ーザ個別識別子（C-RNTI）および個別シグネチャの割り当てを受けた移動局や、（２）既
にC-RNTIを保持している移動局であって、下りデータ送信を再開する際、上り同期確立時
に使用する個別プリアンブル(Dedicated preamble)の割り当てを受けた移動局等を含む。
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【００３７】
　しかし、このような衝突確率の低減方法は、占有チャネル又は個別プリアンブル(Dedic
ated preamble)が全て使用中の場合、Dedicated preambleが空くまで、Dedicated preamb
leの割り当てを待つ必要があり、ハンドオーバコマンド(Handover command)の送信タイミ
ングの遅延、および下りデータ送信再開の遅延を招き、無線品質の劣化やサービス品質が
劣化するおそれがあるかもしれない。
【００３８】
　そこで、Dedicated preambleが全て使用中の場合（又は不足が生じた場合）は、基地局
eNBが移動局UEに対し、ランダムに選択された1つのSignatureを用いて、Random access p
reambleを移動局が送信するように指示する。具体的には、（１）基地局が移動局に送信
する信号の一部分として、Signatureをランダムに選択し、Random access preambleを送
信すべきことを示す何らかの指示子（これは例えば、Random access preamble送信指示子
と呼んでもよい。）を送信しても良いし、或いは（２）そのような状況でRandom　access
　preambleが使用されるべきことを意味する特別なDedicated signatureが指示されても
よい。例えば、（１）のRandom access preamble送信指示子は、ON又はOFFのようなフラ
グビットで表現されてもよいし、（２）のDedicated signature番号は0に設定されてもよ
い（即ち、"0"は「Random access preambleを送信すること」に対応するように規定され
ている。）。
【００３９】
　このようにすることで、Dedicated preambleが全て使用中の場合でも、Handover comma
ndの送信や下りデータ送信再開を遅延させずに、移動局は速やかに上り同期を確立し、通
信を開始し又は再開することができるようになる。
【００４０】
　一方、基地局から(1)Random access preamble送信指示子、または(2)Random access pr
eambleを送信することを示すDedicated signature番号、を受信した移動局は、基地局か
らの指示に従い、Random access preambleとして送信可能なSignatureの中からランダム
に1つのSignatureを選択し、Random access preambleを送信する。
【００４１】
　以上本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、実施例は単なる例示に過
ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理
解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたかもしれないが、特に断りのない限
り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。説明の便
宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのよう
な装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。
本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、
修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明に係る移動局、無線アクセスネットワーク装置及び移動通信システムは、移動通
信システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】移動局の通信を開始・再開するシーケンスを示すシーケンスチャートである。
【図２】無線アクセスネットワーク装置及び移動局から構成される移動通信システムの概
略図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る無線アクセスネットワーク装置の機能ブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００４４】
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100　　移動局
102　　データ送受信部
104　　上り占有チャネル割当情報受信部
106　　上り占有チャネル設定部
108　　送信信号生成部
200　　無線アクセスネットワーク装置
202　　データ送受信部
204　　下り共有データチャネル/下りシグナリング制御チャネル生成部
206　　上り占有チャネル選択部
208　　通信開始・再開判定部
210　　上り占有チャネル検出部
212　　移動局特定部

【図１】 【図２】

【図３】
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